
ＪＡ八戸「次世代育成支援対策」を進めるための行動計画 

 
 
 

職員が仕事と⼦育てを両⽴することができ、職員全体が働きやすい環境を作ることによ
り、全ての職員がその能⼒を⼗分に発揮できるようにするため、次の⾏動計画を策定する。 

 
 
１．計画期間 令和 8 年４⽉１⽇から令和１３年 3 ⽉３１⽇まで  ５年間 

 
 

２．内  容 

目標１：計画期間内に育児休業の取得状況を以下の水準以上にする。 

    男性職員：３⼈以上の取得 
    ⼥性職員：取得率 85％以上 
 

＜対策＞ 
産前産後休業や育児休業、出産⼿当⾦、育児休業給付、育児休業中の社会保

険料免除等の情報を、グループウェアへの掲⽰等の⽅法により、特に男性職員
へ向けて周知する。 

 
目標２：計画期間内の平均時間外労働（労働者一人当たり）を令和７年度実績よ

り５％削減する。 

 
＜対策＞ 

職員毎の時間外労働の状況を確認し、原因の分析及び業務の⾒直し等の対策を実
施する。併せて、時間外労働の上限規制についての再周知、現⾏の「ノー残業デ
ー」の確実な実施等を通じて職員全体の意識改⾰を図る。 
 

《参考》令和 7 年度の平均時間外労働（労働者⼀⼈当たり） ７時間１７分 


